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高岡市高齢介護課

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて


１　特定事業所集中減算について
　　正当な理由なく、前６月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた減算の対象となる居宅サービスのうち、同一法人が開設する事業所の割合が80％を超えた場合、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、月200単位／件の減算となります。

２　対象となるサービス
　　減算の判定において、対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）です。

３　具体的な計算式
　　当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数
÷当該サービスを位置付けた計画数

· 紹介率最高法人＝最も多く居宅サービス計画に位置付けられている法人
・事業所ごとではなく、法人ごとに計算します。
・同一法人の複数の事業所を利用している場合でも、その法人を
位置付けた居宅サービス計画の数は１となります。

· 通所介護及び地域密着型通所介護（以下「通所介護等」という。）のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、計算します。

４　正当な理由について
　　80％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合については、判定様式に当該理由を記載してください。
　　なお、次の①～⑤に該当する場合は、「正当な理由」として考えられます。また、これら以外の理由がある場合については、その内容を個別に判断します。

　①　判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数（給付管理を行った件数）が20件以下である場合。
　②　判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が１月当たり平均10件以下の場合。
　③　居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に５事業所未満である場合。
　④　特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。

　⑤　サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められている場合。
　　（例） 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

正当な理由が③によるときは、正当な理由欄に当該事業所名をすべて記入してください。
また、⑤によるときは、該当する居宅サービス計画１件につき、「（別紙２）理由書」及び「（別紙様式３）ケアプランに係る意見・助言内容」の両方について添付してください。

※⑤の「サービス」については、介護サービス事業所が実際に提供するサービスを指します。「家から施設が近い」、「入所している施設と併設している」等の事業所の提供するサービスの内容に関係のないものは該当しません。理由書には客観的にサービスの質が高いことが判断できる理由を記載してください。

５　特定事業所集中減算判定様式について
　⑴　特定事業所集中減算判定様式は、別紙様式１「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」によるものとします。
　⑵　判定様式については、判定結果に関わらず、判定期間後の算定期間が完結してから５年間保存してください。

６　判定期間及び市への報告期限
　⑴　別紙様式により判定を行い、判定結果が80％を超えた場合は、当該様式を提出してください。
	区分
	判定期間
	減算適用期間
	報告期限

	前期
	３月１日から８月末日
	10月１日から３月31日
	９月15日

	後期
	９月１日から２月末日
	４月１日から９月30日
	３月15日



　⑵　提出先
　　高岡市高齢介護課　高齢福祉係
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